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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
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健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
の
手
続
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
五
年
八
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
に
関
す
る
検
討
会 

最
終
と
り

ま
と
め
」
に
お
い
て
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
登
録
は
任
意
の
手
続
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
利
用
登

録
の
解
除
を
希
望
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
資
格
確
認
書
の
申
請
を
条
件
と
し
た
上
で
、
任
意
に
解
除
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
う
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
年
二
月
六
日
に
受
領
し
た
「
衆
議
院
議
員
山
井

和
則
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
登
録
の
解
除
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
二
一

三
第
二
号
）
の
中
で
、
「
「
シ
ス
テ
ム
改
修
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
十
月
頃
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
」

と
答
弁
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
と
お
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
意
思
に
基
づ
く
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
は
、
現
在
で
も
可

能
で
す
か
。 

二 

医
療
保
険
者
が
発
行
す
る
保
険
証
（
以
下
、
紙
の
保
険
証
と
い
う
。
）
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
、
マ
イ
ナ
保
険
証
が
な
い
方

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
て
い
な
い
方
を
含
む
）
に
は
、
本
人
等
の
申
請
等
に
よ
ら
ず
、



 

２ 

 

自
動
的
に
資
格
確
認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
か
。 

三 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
を
す
れ
ば
可
能
と
な
り
ま
す
か
。
ま

た
、
い
つ
か
ら
可
能
で
す
か
。
昨
年
以
降
、
政
府
に
ず
っ
と
問
い
合
わ
せ
を
し
て
お
り
、
紙
の
保
険
証
廃
止
の
半
年
前
に
な

り
ま
し
た
が
、
ま
だ
、
解
除
が
可
能
に
な
る
時
期
は
未
定
で
す
か
。
も
し
、
未
定
で
あ
れ
ば
、
紙
の
保
険
証
廃
止
に
間
に
合

わ
な
く
な
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
遅
く
と
も
い
つ
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
は

可
能
に
な
り
ま
す
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


